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定期監査の結果について（報告） 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項及び第４項の規定により実施
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定期監査結果報告書 

 

１ 監査対象部局 

教育委員会事務局 

 総務課、教育施設課、文化財保護課、学校教育課、生涯学習課（全公民館を

含む。）、青少年課、総合教育プラザ、図書館 

 

２ 監査期間 

平成３０年１月１８日から同年３月１３日まで 

 

３ 監査対象 

平成２９年度における財務に関する事務の執行。ただし、必要に応じて平成

２８年度も対象としました。 

 
４ 監査方法 

歳入・歳出状況等あらかじめ提出を求めた監査資料に基づき、所属長から概要

聴取を行い、関係書類、諸帳簿等を抽出により調査するとともに、関係者から説

明を聴取するなどの方法により実施しました。 

監査に当たっては、財務に関する事務が関係法令に基づき適正かつ効率的に執行

されているかに主眼を置くとともに、下記の項目を監査重点項目として定めました。 

 

(1) 補助金等交付事務について 

(2) 契約事務について 

(3) 財産管理事務について 

(4) 債権管理事務について 

(5) 現金取扱事務について 

(6) 雇用管理事務について 

(7) 管外出張事務について 

 

５ 所属別監査結果 

財務に関する事務の執行については、おおむね適正に執行されていると認めら

れましたが、一部に改善を要する事項や事務の検討を要望する事項がありました。 

なお、事務処理上留意すべき軽微な事項については、監査執行の際に各所属長

に対して改善等を指導しました。 

 
(1) 教育委員会事務局総務課（要望事項１件） 

ア 債権管理事務について（要望事項） 

学校給食費の減額に係る事務処理において、学校給食費徴収規則第６条第

１項では、欠食などの理由により納付月額の変更を行う場合には、最終月の

納付月額から減額する旨を規定しているが、現状では減免開始月から減額を

行っており、同規則の規定とは異なる事務処理となっている。 

学校給食費の徴収事務における合理性などを考慮すると、学校給食費徴収

規則の取扱いが実務にそぐわない状況も想定されることから、実務に適合す

るように同規則の見直しを図るなど、より適切な事務処理となるように努め

られたい。 
 



(2) 教育委員会事務局教育施設課 

財務の執行に関して、指摘及び要望する事項はなかった。 
 

(3) 教育委員会事務局文化財保護課（指摘事項３件） 

ア 契約事務について（指摘事項） 
(ｱ) 指名業者の選定について 

臨江閣機械警備業務ほか複数の業務において、契約規則第１３条第１項

では、指名競争入札に参加させようとする者を３者以上指名するものと規

定しているが、特別な事情もなく指名競争入札の選定業者を２者として入

札を実施しているものがあった。 

契約規則にのっとり適正な事務処理を行うように改善されたい。 

(ｲ) 変更契約について 

臨江閣機械警備業務において、誤って設定した委託期間を変更するため

に、契約規則第２３条第１項で規定する業務委託変更契約書を作成すべき

ところ、口頭で受託者に確認のうえ、契約書の委託期間を訂正印で修正し

ていた。 

契約規則にのっとり適正な事務処理を行うように改善されたい。 

イ 現金取扱事務について（指摘事項） 

前橋の文化財、前橋城絵図帳の文化財書籍類頒布金に係る払込みにおいて、

財務規則第４２条では、収納した現金は、即日又は翌日（翌営業日）に指定

金融機関等に払い込まなければならないと規定しているが、特別な事情もな

く遅延しているものが複数見受けられた。 

前回の監査指摘事項の改善が不十分な状況であることを再確認し、払込み

体制の見直しを図り、財務規則にのっとり適正な事務処理を行うように改善

されたい。 
ウ 雇用管理事務について（指摘事項） 

臨時的任用職員の賃金の支給において、所属長の承認を得ずに年次有給休

暇として処理し、賃金を多く支給しているものが複数見受けられた。また、

勤務時間の誤計算により、実際に勤務した時間数より多く賃金を計算し支給

しているものもあった。 

誤って支給した賃金は戻入等させるとともに、前回の監査指摘事項の改善

が不十分な状況であることを再確認し、内部統制機能の強化に努め、臨時的

任用職員運用要綱、臨時的任用職員の賃金及び非常勤職員の通勤費用相当額

等決定要領にのっとり適正な事務処理を行うように改善されたい。 
 

(4) 教育委員会事務局学校教育課（指摘事項４件） 

ア 契約事務について（指摘事項） 
(ｱ) 予定価格の設定及び調書の保管について 

粕川・宮城地区スクールバス運行業務ほか複数の業務において、予定価

格調書に誤った予定価格を記載しているもの、見積書比較価格が未記載の

ものなど不適正な事例が見受けられるとともに、学校歯科検診用歯鏡滅菌

業務では、実施伺で決裁を受けた予算額を上回る予定価格を設定していた。 

また、市立桃井小学校備品等移送業務ほか複数の業務において、作成し

た予定価格調書を封筒に入れて保管していないもの、見積合わせ通知書と

ともに選定業者へ示した仕様書に契約単価の上限額を明記しているもの

など、秘密の保持が十分に確保されていない状況も散見された。 



財務規則、契約規則及び契約事務取扱規程にのっとり適正な事務処理を

行うように改善されたい。 

(ｲ) 見積合わせの執行について 

学校歯科検診用歯鏡滅菌業務において、仕様書で単価契約とする記載も

なく、見積合わせを総額で実施しているにもかかわらず、単価で契約締結

するとともに、設定単価の中で仕様書及び見積合わせ通知書の記載と矛盾

しているものがあった。 

また、市立桃井小学校通級指導教室事務用複写機の賃貸借（再リース）

並びに消耗品供給及び保守業務において、仕様書で規定した見積条件と異

なる条件で見積合わせを執行していた。 

契約規則、役務等業務に係る契約事務取扱要領、役務等業務委託契約事

務マニュアルにのっとり適正な事務処理を行うように改善されたい。 

(ｳ) 契約書の記載事項について 

本課で契約した市中学校総合体育大会における生徒・楽器輸送車両借上

業務、市立前橋高等学校で契約した市立前橋高等学校日直業務ほか複数の

業務委託契約書において、契約規則第５３条で規定する契約書に記載しな

ければならない事項のうち、委託業務が完了した後の検査に関する事項を

記載していなかった。 

前回の監査指摘事項の改善が不十分な状況であることを再確認すると

ともに、契約規則にのっとり適正な契約書を作成するように改善されたい。 

イ 財産管理事務について（指摘事項） 
(ｱ) 施設の維持保全について 

市立前橋高等学校において、体育館１階サブアリーナの天井に設置され

た照明器具（蛍光灯）の多くが、点灯装置の老朽化などの故障により点灯

していない状況であった。 

財務規則第１８４条第１項第２号では、主務課長はその事務を所掌する

公有財産について、常に維持保全状況の適否を把握し、適切な措置を講じ

なければならないと規定していることから、当該器具の交換も含め、学校

環境衛生基準に基づく照度の基準に適合させるとともに、財務規則にのっ

とり適切な維持保全の措置を講じられたい。 

(ｲ) 備品の管理について 

備品の管理において、本課では財務規則第２３０条で規定する備品確認

を実施していなかったことから、すでに廃棄済であるが不用の決定及び廃

棄の事務処理を行っていないものが複数見受けられるとともに、市立前橋

高等学校では、適切な備品確認が実施できておらず、所在不明のもの、所

在は確認できたが表示標を貼付していないものが複数見受けられた。 

備品は市の貴重な財産であることを再認識し、物品管理者のもと適正な

管理に努めるとともに、財務規則にのっとり適正な事務処理を行うように

改善されたい。 

ウ 債権管理事務について（指摘事項） 

奨学資金償還金に係る督促状に指定する履行期限において、督促状を発し

た日から１０日以内としていなかった。 

債権の管理に関する条例、同条例施行規則にのっとり適正な事務処理を行

うように改善されたい。 

エ 雇用管理事務について（指摘事項） 

(ｱ) 勤務時間の割振り等について 



嘱託員及び臨時的任用職員の勤務において、任用通知で提示した週休日

や勤務時間以外に勤務を行わせるなど、非常勤職員運用要綱第５条第１項

及び臨時的任用職員運用要綱第４条第７項で規定する勤務時間について

勤務実態に応じて定めていないものがあった。 

非常勤職員運用要綱、臨時的任用職員運用要綱にのっとり適正な事務処

理を行うように改善されたい。 

(ｲ) 休暇の付与について 

市立前橋高等学校で雇用する臨時的任用職員の任用通知において、年次

有給休暇以外の有給の休暇を有として通知していたが、臨時的任用職員運

用要綱第７条で規定する勤務時間未満であり、付与すべきでなかった。 

臨時的任用職員運用要綱にのっとり適正な事務処理を行うように改善

されたい。 

 

(5) 教育委員会事務局生涯学習課（指摘事項４件、要望事項１件） 

ア 財産管理事務について（指摘事項） 
(ｱ) 公民館の利用について 

上川淵公民館において、使用許可対象となっている相談室が事務室とし

て使用されており、貸出しできない状況であった。また、他の公民館にお

いても、利用日の変更をしているが変更許可申請書の提出を受けていない

もの、利用を取り消しているが取消許可申請書の提出を受けていなかった

ものが複数見受けられた。 

監査対象は異なるものの前回同様の指摘事項であることを再確認し、各

公民館に対する指導の強化を図るとともに、公民館利用に関する条例、公

民館利用規則にのっとり適正な事務処理を行うように改善されたい。 

(ｲ) 備品の管理について 

各公民館に係る備品の管理において、財務規則第２３０条で規定する適

切な備品確認を実施できておらず、所在不明なものが複数見受けられると

ともに、所在は確認できたが表示標を貼付していないもの、長期間使用し

ていないものもあった。 

備品は市の貴重な財産であることを再認識し、財務規則にのっとった適

正な管理を行うため本課と各公民館との連携の強化を図るとともに、使用

していない備品の整理と有効活用に努めるように改善されたい。 

イ 債権管理事務について（指摘事項） 

公民館の利用に係る許可等の基準において、減免対象となる自主学習団体の

会員数については、５人以上で市内在住・在勤・在学者が半数以上と規定して

いるにもかかわらず、５人未満の団体に減免を決定している事例が散見された。 

また、公民館とコミュニティセンターの利用に係る許可等の基準において、

利用団体が減免申請書を提出する際には、利用計画書、収支予算書、会員名

簿、規約又は会則を添付するものと規定しているが、会員名簿や会則等が未

提出となっているもの、前年度の事業計画書や収支予算書が添付されている

ものが見受けられ、減免の審査が形骸化している状況が確認できた。 

使用料は、受益者負担の原則に基づき、利用者から公平かつ公正に徴収す

るべきものであり、有料利用者への説明責任を果たすためにも、減免の手続

きを厳正に行うとともに、市との関わりが深く、あらかじめ公益性が判断で

きる団体については、添付書類を簡素化するなど、現在の減免手続きについ

て精査、見直しを図るように改善されたい。 



ウ 現金取扱事務について（指摘事項） 

上川淵公民館の公民館使用料等に係る払込みにおいて、財務規則第４２条で

は、収納した現金は、即日又は翌日（翌営業日）までに指定金融機関等に払い

込まなければならないと規定しているが、特別な事情とは言い難い公民館独自

の考え方により、午後に収納した現金を恒常的に翌々日に払い込んでいた。 

財務規則にのっとり適正な事務処理を行うように改善されたい。 

エ 雇用管理事務について（指摘事項） 

中央公民館に勤務する臨時的任用職員において、更新により任用期間の合

計が臨時的任用職員運用要綱第４条第２項で規定する１１か月を超えてい

るものがあった。 

また、同要綱第６条で規定する所定労働日数に応じて付与すべき年次有給

休暇を無として任用通知に明記しているものも複数見受けられた。 

臨時的任用職員運用要綱にのっとり適正な事務処理を行うように改善さ

れたい。 

オ 減免に関する判断基準の統一化について（要望事項） 

公民館の利用に係る許可等の基準において、自主学習団体のうち当該構成

員の受益を目的とする団体の使用料は、２分の１を減額し 10 円未満の端数は

切り捨てるものと規定しているが、同一団体が複数の区分の利用を一括して

申請する際の減額計算に当たり、区分ごとの使用料を２分の１し端数を切り

捨ててから合計する方法と、各区分の使用料を合計してから２分の１し最後

に端数を切り捨てる方法の２種類の計算方法が存在する状況が確認できた。 

また、第四コミュニティセンターの使用料において、コミュニティセンタ

ー使用料の減免に関する規則第２条第５号で規定するその他教育長が特に

必要と認めるときを適用して減免している団体について、決裁文書に具体的

な減免理由が明確にされておらず、コミュニティセンターの利用に係る許可

等の基準にも統一的な判断基準を設定していなかった。 

公民館とコミュニティセンターの利用に係る許可等の基準に、各公民館や

コミュニティセンターで統一した事務処理が図られるように具体的な計算

方法や過去の事例を参考にした判断基準を明記し、より適正な使用料の徴収

事務を行うように努められたい。 

 

(6) 教育委員会事務局青少年課（指摘事項２件） 

ア 補助金等交付事務について（指摘事項） 

ビバビバクラブ事業補助金の交付要項において、実績報告の時期を事業完

了の日から３０日以内と規定しているが、事業終了予定が９月３０日の団体

から、２月２１日現在で実績報告書の提出を受けておらず、補助金額の確定

処理ができない状況であった。 

速やかに実績報告書の提出を求めるとともに、補助金等交付規則にのっと

り適正な事務処理を行うように改善されたい。 

イ 現金取扱事務について（指摘事項） 

児童文化センターのプラネタリウム観覧料に係る払込みにおいて、財務規

則第４２条では、収納した現金は、即日又は翌日（翌営業日）に指定金融機

関等に払い込まなければならないと規定しているが、特別な事情もなく遅延

しているものが見受けられた。 

前回の監査指摘事項の改善が不十分な状況であることを再確認し、払込み体制

の見直しを図り、財務規則にのっとり適正な事務処理を行うように改善されたい。 



(7) 教育委員会事務局総合教育プラザ（指摘事項２件） 

ア 契約事務について（指摘事項） 

おおご幼稚園スクールバス運行業務委託契約書において、契約規則第５３

条で規定する契約書に記載しなければならない事項のうち、委託業務が完了

した後の検査に関する事項を記載していなかった。 

前回の監査指摘事項の改善が不十分な状況であることを再確認するとと

もに、契約規則にのっとり適正な契約書を作成するように改善されたい。 

イ 雇用管理事務について（指摘事項） 
(ｱ) 勤務時間の割振り等について 

嘱託員及び臨時的任用職員の勤務において、任用通知で提示した週休日

や勤務時間以外に勤務を行わせるなど、非常勤職員運用要綱第５条第１項

及び臨時的任用職員運用要綱第４条第７項で規定する勤務時間について

勤務実態に応じて定めていないものがあった。 

非常勤職員運用要綱、臨時的任用職員運用要綱にのっとり適正な事務処

理を行うように改善されたい。 

(ｲ) 休暇の付与について 

総合教育プラザで雇用する臨時的任用職員において、臨時的任用職員運

用要綱第６条第１項で規定する所定労働日数に応じた年次有給休暇の日

数を超えて付与しているものがあった。また、同要綱第７条で規定する勤

務時間未満であり、年次有給休暇以外の有給休暇（夏季休暇）を付与すべ

きでないものもあった。 

前回の監査指摘事項の改善が不十分な状況であることを再確認し、内部

統制機能の強化に努め、臨時的任用職員運用要綱にのっとり適正な事務処

理を行うように改善されたい。 

 

(8) 教育委員会事務局図書館（指摘事項１件） 

ア 財産管理事務について（指摘事項） 

図書館において、地下階に設けられた書庫及び１階の中央図書室で天井周

辺からの雨漏りが生じていた。 

財務規則第１８４条第１項第２号では、主務課長はその事務を所掌する公

有財産について、常に維持保全状況の適否を把握し、適切な措置を講じなけ

ればならないと規定していることから、当該部分からの雨漏りの解消を図る

ため、財務規則にのっとり適切な維持保全の措置を講じられたい。 
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